
内部統制システムの整備及び運用について最終責任を負う
最高管理責任者（学長）

、 、 並びに することを目的

内部統制システムについて、必要な改善策等について審議

内部統制システムの運用状況につい
て内部統制委員会に定期的に報告

内部統制委員会（学長・副学長会議）

本学における内部統制システムに係る業務を総括
内部統制システムの運用状況につい
て内部統制委員会に定期的に報告

総括管理責任者（内部統制担当理事）
監事監査

内部監査
所掌業務における内部統制システムの整備及び運用の推進、状況
の把握、監督

当該部局の業務における内部統制システムの整備及び運用を推進

問題が発生したときは、
部局管理責任者に報告

問題の発見、又は報告を受けたときは、必要な措置
を講じ、その業務を所管する管理責任者に報告する

職 員

部局管理責任者（部局等の長）

管理責任者（理事・副学長）

必要に応じて、総括
管理責任者又は監事
に直接報告可能


